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７ 錯誤と登記手続

Ｑ
Ａは、妻Ｂとの協議離婚の際、その所有する不動産をＢ

に譲渡する旨の財産分与契約を締結し、所有権移転登記を

したところ、後日、Ａに約2億円の譲渡所得税が課されるこ

とが判明しました。なお、Ａは、契約締結時には、Ｂのみに課税され

るものと誤信しており、Ｂに課税されることを心配してこれを気遣う

発言などをしていました。Ａは、Ｂに対し、錯誤を理由に財産分与契

約を取り消して、所有権移転登記の抹消を請求することができますか。

Ａ
錯誤による法律行為は、それが後述する「基礎事情の認

識における錯誤」のケースでは、①表意者が法律行為の基

礎とした事情についての認識が真実に反すること、②意思

表示がその錯誤に基づくものであること、③上記①の事情が法律行為

の基礎とされていることが表示されていたこと、④上記①の錯誤が法

律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること

という要件を満たせば、取り消すことが可能です。ただし、表意者に

重大な過失がある場合は、㋐相手方が表意者に錯誤があることを知り、

又は重大な過失によって知らなかったときや、㋑相手方が表意者と同

一の錯誤に陥っていたときでない限り、表意者は法律行為の取消しを

主張することができません。

解 説

１ 意思表示における錯誤とその効果

(1) 民法の意思表示における錯誤とは、意思表示に対応する意思

を欠くこと（民法95条1項1号）ないし表意者が法律行為の基礎とした事
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11 賃貸不動産の流動化・証券化の場面における賃借権の設

定登記

Ｑ
ＡはＢに対し、甲建物（自己所有）を月額賃料20万円、

賃貸借期間2年間で賃貸しています。Ａは資産流動化のた

め、甲建物をＣに譲渡し、かつ、譲渡後もＢとの賃貸借関

係を続けて賃料収入を維持したいと考えています。どのような方法が

あるでしょうか。

Ａ
不動産譲渡の当事者間（ＡＣ間）において、①賃貸人た

る地位を譲渡人（Ａ）に留保する旨及び②譲受人（Ｃ）が

譲渡人（Ａ）に甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、賃貸

人たる地位を譲渡人（Ａ）に留保し、Ｂとの賃貸借関係を維持するこ

とができます。

解 説

不動産の賃貸借の場合、賃借人に目的物を使用収益させるという賃

貸人の債務は、所有者であれば誰でも履行することが可能です。加え

て、賃貸借が対抗要件を備えている場合には、不動産の譲受人は、賃

借人から賃借権を対抗され、不動産の使用収益を拒絶することができ

ません。

そのため、賃貸借について対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡され

たときは、契約上の地位の移転に関する民法の一般的な規律（民法539

の2）とは異なり、賃貸人たる地位は賃貸不動産の譲受人に当然に移転

し、賃貸不動産の譲渡人・譲受人間での移転の合意も不要であるし、
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賃借人の承諾も必要がないとするのが合理的です。

そこで、民法は、賃貸借について対抗要件を備えた賃貸不動産が譲

渡されたときは、原則として、賃貸人たる地位は賃貸不動産の譲渡人

から譲受人に移転すると定めています（民法605条の2第1項）（平成29年

改正前民法下の最高裁判例を明文化したものです。）。

その一方で、不動産取引の実務においては、資産の流動化・証券化

等を目的として賃貸不動産の譲渡が行われる場合に、譲受人と多数の

賃貸不動産の賃借人との間で賃貸借関係が生ずる煩雑さを避けるた

め、賃貸人たる地位を譲受人に移転させず、譲渡人の下に留保させた

いというニーズがあります。

そこで、民法は、賃貸不動産の譲渡人及び譲受人が、①賃貸人たる

地位を譲渡人に留保する旨の合意をし、かつ、②その不動産を譲受人

が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位を譲渡人

に留保することができると定めています（民法605条の2第2項前段）。こ

のとき賃借人の地位は転借人として保護されることになります。

なお、賃借人の保護を図るため、賃貸人たる地位が譲渡人に留保さ

れた場合において、譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したときは、

留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人に当然に移転することとさ

れています（民法605条の2第2項後段）。

◇登記手続上の留意点◇

ある不動産の所有者であり、Ｂに対する賃貸人であるＡが、賃貸人

たる地位を留保して、不動産をＣに売却した場合、①Ａを賃貸人、Ｂ

を賃借人とする賃借権（第1賃借権）と、②Ｃを賃貸人、Ａを賃借人と

する賃借権（第2賃借権）の2つの賃借権が成立することになります。
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これらの賃借権は主登記によってされるため、いずれか一方のみ登

記を申請しても、順番が前後しても差し支えありません。

第1賃借権を先に登記した場合は第2賃借権の設定登記の登記原因は

「1番賃借権の賃貸人たる地位の留保のため設定」となり、第2賃借権

を先に登記していた場合にその後第1賃借権の登記申請をした場合は

「1番賃借権の賃借人による設定」という登記原因になります。

【参考登記記録例】

① 第1賃借権の登記の後に第2賃借権が登記された場合

権利部（甲区）（所有権に関する事項）

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

1 所有権移転 令和〇年〇月〇日

第〇号

原因 令和〇年〇月〇日売買

所有者 〇市〇町〇番地

Ａ

2 所有権移転 令和〇年〇月〇日

第〇号

原因 令和〇年〇月〇日売買

所有者 〇市〇町〇番地

Ｃ

権利部（乙区）（所有権以外の権利に関する事項）

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

1 賃借権設定 令和〇年〇月〇日

第〇号

原因 令和〇年〇月〇日設定

賃借権者 〇市〇町〇番地

Ｂ

2 賃借権設定 令和〇年〇月〇日

第〇号

原因 令和〇年〇月〇日1番

賃借権の賃貸人たる地位の

留保のため設定

賃借権者 〇市〇町〇番地

Ａ

（平28・6・8民二386 203番・292番を基に執筆者独自に作成）
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４ 詐害行為取消権と登記手続

Ｑ
債権者Ｘと債務者甲とが金銭消費貸借契約を締結し、そ

の後、期限の利益が喪失したため、Ｘは甲に対する勝訴判

決を得ました。ところが、甲は、他に資産がないにもかか

わらず、Ａ不動産を乙に廉価で売却し、乙はＡ不動産をさらに丙に売

却しました。登記は、甲から乙、乙から丙に所有権移転登記がされて

います。Ｘが民法424条に基づき、乙及び丙を被告として詐害行為取

消訴訟を提起して確定判決を得ました。

① Ａ不動産の登記名義を債務者甲に回復する場合、Ｘは単独で登記

申請できるのでしょうか。

② 詐害行為取消訴訟の当事者となっていない債務者甲は詐害行為取

消しを原因とする登記の抹消の申請をすることができるのでしょう

か。

Ａ
① 債権者Ｘとしては、Ｘの乙に対する抹消登記請求権に

基づいて、乙の丙に対する抹消登記請求権を代位行使し

て、丙名義の登記を抹消申請します。その上で、Ｘが、

甲の乙に対する抹消登記請求権を代位行使して、乙名義の登記を抹

消申請することとなります。

② 債務者甲自身も、詐害行為取消しを原因とする登記の抹消を申請

することができます。

解 説

１ 詐害行為取消権とは

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消し
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を裁判所に請求することができます（民法424条1項本文）。ただし、債務

者の行為によって利益を受けた者（受益者）が、その行為の時におい

て債権者を害することを知らなかったときには、債権者は詐害行為取

消権を行使することができません（同項ただし書）。

平成29年改正民法は、それまで判例により積み重ねられてきた詐害

行為取消権の要件や行使方法を明文で整理し、併せて、制度の一部を

合理化（変更）しました。

２ 詐害行為取消請求訴訟

(1) 裁判が必要であること

詐害行為取消権は「裁判」によって行使しなければなりません（民法

424条1項本文）。よって、民事訴訟を提起する必要があります。

(2) 訴訟物

債権者取消権は、詐害行為を取り消す権利（形成権）と、逸出した

財産の返還を請求する権利（請求権）が合一した権利と解されていま

す（大連判明44・3・24民録17・117。折衷説。）。

本設問の場合、裁判所に対し、売買契約の取消し（形成権）と、所

有権移転登記の抹消登記手続（請求権）の両方を求めることになりま

す。

�判決主文の例�

１ （訴外）甲及び乙の間の売買契約を取り消す。

２ 丙は、〇法務局年月日受付第〇号をもってなされた所有権移転登記

の抹消登記手続をせよ。

３ 乙は、〇法務局年月日受付第〇号をもってなされた所有権移転登記

の抹消登記手続をせよ。

(3) 誰を被告とするか

受益者（乙）と転得者（丙）を被告とします。
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